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長期修繕計画

作成ガイドライン改訂

一級建築士 橋本真一

2021年度 マンション管理・再生セミナー

株式会社エムズラボ 代表取締役

芝浦工業大学・日本工業大学 非常勤講師

一般社団法人日本マンション学会 関東支部幹事
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１.分譲マンションの現状

2016年

出典：国土交通省マンションに関する統計･データ等「分譲マンションストック戸数」
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2020年

１.分譲マンションの現状
2020年時点で2016年から41万8千戸の増加。
旧耐震基準は約103万戸。

出典：国土交通省マンションに関する統計･データ等「分譲マンションストック戸数」
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１.分譲マンションの現状

2016年

出典：国土交通省マンションに関する統計･データ等「築後30,40,50超の分譲マンション数」
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１.分譲マンションの現状

2020年

高経年化するマンションストックを踏まえた管理が重要

築30年超は2020年時点で2016年から59万2千戸の増加。
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（１）これまでの経緯

【平成20年6月（策定）】
・マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を 図るために
は、建物等の経年劣化に対して適時適切な修繕工事等を行うことが重要。

・そのためには、適切な長期修繕計画を作成し、これに基づいた修繕積立金
の額を設定し、積み立てることが必要。

・国土交通省で検討を行い、「長期修繕計画標準様式」と、「長期修繕計画作
成ガイドライン及び同コメント」を策定。

【令和3年9月（見直し）】
・「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等
の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」により、地方公共団体による
マンションの管理適正化推進や管理計画認定制度が創設された政策動向
とともに社会経済情勢の変化、設備や工法等の技術革新状況を反映するこ
とを目的に「長期修繕計画標準様式」と、「長期修繕計画作成ガイドライン及
び同コメント」が見直された。

２.長期修繕計画標準様式とガイドラインと位置づけ
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（２）策定と見直しの要点

【平成20年6月】
〇「標準的な様式」を策定
作成者ごとに異なっていた長期修繕計画の様式を標準化
〇「推定修繕工事項目」の提示
修繕積立金不足を防ぐため、標準的な工事項目を明示
〇「均等積み立て方式」の算出
修繕積立金の引き上げ額を少なくするため、「均等積み立て方式」で算出

【令和3年9月】
〇計画期間の見直し

2 回の大規模修繕工事を含む 30 年以上の長期修繕計画期間に変更
〇大規模修繕工事の修繕周期の目安の見直し
工事事例等を踏まえて一定の幅のある修繕周期に変更
〇社会的要請を踏まえた修繕工事の有効性などを追記
省エネ性能向上の改修工事の有効性や定期的なエレベーター点検実施の
重要性を追記

２.長期修繕計画標準様式とガイドラインの位置づけ
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２.長期修繕計画標準様式とガイドラインの位置づけ
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２.長期修繕計画標準様式とガイドラインの位置づけ



10
長期修繕計画作成ガイドライン（令和3年9月改定）より

２.長期修繕計画標準様式とガイドラインの位置づけ
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【参考】マンションの管理計画認定制度とは

２.長期修繕計画標準様式とガイドラインと位置づけ

出典：国土交通省 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」関連資料
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【参考】マンションの管理計画認定制度とは
基本方針の基準には、長期修繕計画作成ガイドラインに関連した事項がある。

２.長期修繕計画標準様式とガイドラインと位置づけ

出典：国土交通省 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」関連資料
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３.長期修繕計画作成の目的

（１）長期修繕計画作成の目的

①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその
時期、概算の費用等を明確にする。

②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の
根拠を明確にする。

③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじ
め合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。



14

４.長期修繕計画作成の基本的な考え方

（１）長期修繕計画の対象の範囲
・管理規約に定めた敷地、建物の共用部分及び付属施設を対象。
・共用部分と専有部分の給排水管取替えを同時に行う場合は、専有部分の工
事費を修繕積立金から拠出するための管理規約や先行工事を実施した区
分所有者への配慮が必要。（追加）

（２）長期修繕計画作成の前提条件
①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、
回復させる修繕工事が基本。

②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる
改修工事を設定。

③計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に
実施。（エレベーター点検も重要）

④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その
結果に基づいて判断。
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４.長期修繕計画作成の基本的な考え方

（２）長期修繕計画作成の前提条件
①推定修繕工事は修繕工事が基本。
②区分所有者の要望に応じて性能を向上させる改修工事を設定。

マンションの補修・修繕・改修の概念図
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４.長期修繕計画作成の基本的な考え方

（３）長期修繕計画の精度
・新築は設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書
等を参考にする。
・既存マンションは、保管設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調
査・診断の結果に基づく。
・長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定
するものではない。また、一定期間（5年程度）ごとに見直していくことを前提と
する 。

【留意点】
①推定修繕工事の内容は、新築マンションの場合は現状の仕様により、既存
マンションの場合は現状または見直し時点での一般的な仕様により設定す
るが、計画修繕工事の実施時には技術開発等により異なることがある。

②時期（周期）は、おおよその目安であり、立地条件等により異なることがある。
③収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価及び消費税
率の変化など不確定な要素がある。
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５.管理規約と会計処理

マンションの維持管理と経費  

区分  内容  費用の区分  

点検  建物、給・排水、消防、電気、昇降機などの設備、外構につ

いて、法令に基づく点検、保守契約による点検など  
管理費  

調査・診断  計画（大規模）修繕工事の実施や長期修繕計画の見直しの

前に行う調査・診断  

長期修繕計画の

見直し 

５年程度ごとに、調査・診断を行い、その結果に基づいて計

画を見直す。 

修繕積立

金  

(注 ) 

経常的補修  摩耗など通常の使用による劣化、予測しがたい破損や故障

の補修工事（ガラス、建具、機器の破損等） 
管理費  

計画（大規

模） 

修繕  

経年による劣化に応じて計画的に行う（比較的大規模な）修

繕工事（屋上防水、外壁塗装、給・排水管取替等）  

修

繕

工

事  

特別修繕  不測の事故や自然災害（台風、大雨、大雪等）による被害の

復旧など、特別な事由による修繕工事  

修繕積立

金  

(注 ) 標準管理規約  第 32 条（業務）関係コメント④によれば、長期修繕計画の作成（又は見直し）に要する経費

及びそのために事前に行う調査・診断に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積

立金のどちらからでも充当することができます。 しかし、計画的に行うためには長期修繕計画に費用を計上し、

修繕積立金から充当することが必要です。 

コメントに不測の事故や自然災害に備えた予備費の必要性を追加。
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６.長期修繕計画の作成方法

（１）長期修繕計画標準様式の利用

（２）計画期間の設定
・計画期間は30 年以上、かつ大規模修繕工事が２回含まれる期間以上
に変更。

（３）推定修繕工事項目の設定
・コメントに修繕周期が長く、多額の費用を要する工事項目の推定修繕工事費
の明示を追加。アスベスト対応のガイドラインも追加。

① マンションの建物・設備の概要等      → 【様式第１号】 

② 調査・診断の概要                → 【様式第 2 号】 

③ 長期修繕計画の作成の考え方       → 【様式第 3-1 号】 

④ 長期修繕計画の内容  

 ・計画期間の設定                  → 【様式第 3-1 号】 

 ・推定修繕工事項目の設定          → 【様式第 3-2 号】 

 ・修繕周期の設定                  → 【様式第 3-2 号】 

 ・推定修繕工事費の算定            → 【様式第 4-3 号、第 4-4 号】 

 ・収支計画の検討                  → 【様式第 4-1 号、第 4-2 号】 

⑤ 修繕積立金の額の設定             → 【様式第 5 号】 
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６.長期修繕計画の作成方法

（４）修繕周期の設定
・建物及び設備の劣化状況等の調査・診断の結果、仕様、立地条件等を考慮
して設定。

・コメントに技術革新や劣化調査･診断の結果を踏まえた修繕周期設定の留意
点を追加。

（５）推定修繕工事費の算定
①推定修繕工事費内訳書
・標準様式４－４を参考に、「建築数量積算基準」等に準拠して算出。
・諸経費の計上方法や単価の地域差を追加。

②長期修繕計画表
・標準様式４－３を参考に作成

③長期修繕計画総括表
・標準様式４－１を参考に作成
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（６）収支計画の検討

６.長期修繕計画の作成方法
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（７）修繕積立金額の設定

【様式第 5 号】 修繕積立金の額の設定  （記載例） 

 

①  支出累計（C） 

＝計画期間の推定修繕工事費の累計額（A） 

＋計画期間の借入金の償還金（B） 

②  収入累計（H） 

＝修繕積立金の残高（D） 

＋専用使用料、駐車場使用料等からの繰入金（E） 

＋修繕積立金の運用益（F）  

必要な修繕積立金の総額（ I） 

＝支出累計（C）－収入累計（H） 

月当たりの負担額（K） 

＝必要な修繕積立金の総額（ I） 

／計画期間の月数（J×12）  

③  修繕積立金の額（月・戸当たり）（M） 

＝月当たりの負担額（K） 

×戸当たり負担割合（L） 

６.長期修繕計画の作成方法
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第１編 長期修繕計画標準様式

第２編 長期修繕計画作成ガイドライン
第３編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント
第１章 総則
第２章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第１節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
第２節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順
第３節 長期修繕計画の周知、保管

第３章 長期修繕計画の作成の方法
第１節 長期修繕計画の作成の方法
第２節 修繕積立金の額の設定方法
第３節 長期修繕計画の内容及び修繕積立金の額のチェックの方法

参考資料

７.主な改訂内容（ガイドライン等のコンテンツ）
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第１編 長期修繕計画標準様式
・様式の追加、削除なし。

（様式第１号） マンションの建物・設備の概要等
【P6】（7）設計図書等の保管状況

→その他関係書類に建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書、石綿
使用調査結果の記録が追加。

（様式第２号） 調査・診断の概要
【P7】4.外壁塗装等

→②外壁塗装を雨掛かり部分に応じて2つに区分。

８.主な改訂内容 第１編 長期修繕計画標準様式
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（様式第3-1号） 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
【P8】(3) 計画期間の設定 →期間等の変更。

(4) 推定修繕工事項目の設定 →専有部配管工事項目の追加。

８.主な改訂内容 第１編 長期修繕計画標準様式
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（様式第3-1号） 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
【P9】(6) 推定修繕工事費の算定 ③単価の設定

→諸経費等の設定方法の追加。

(8) 計画の見直し →見直し期間の配慮事項追加。

８.主な改訂内容 第１編 長期修繕計画標準様式
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（様式第3-2号） 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
【P14】18 調査・診断、設計、工事監理等費用

→項目①調査･診断､設計､ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの分離、追加。

【P15】Ⅵ 専有部分工事項目（専有部分配管）、Ⅶ 諸経費等
→項目追加。

８.主な改訂内容 第１編 長期修繕計画標準様式
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（様式第3-2号） 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
【P105】記載例の修繕周期（参考） →年数に幅を持たせて記載。

８.主な改訂内容 第１編 長期修繕計画標準様式
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【P38】第１章 総則 １ ガイドラインの目的
→コメントに省エネ性能向上の意義と5年ごとのガイドライン見直し検討を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P48】第２章 第１節 ２基本的な考え方

→専有部分の給排水管取替の留意点を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P52】第２章 第１節 ２基本的な考え方 二長期修繕計画の作成の前提条件

→コメントにエレベーター点検の重要性と長期修繕計画外費用の必要性を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P54】第２章 第１節 ２基本的な考え方 三長期修繕計画の精度

→5年程度の期間による長期修繕計画の見直しを明記。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P58】第２章 第１節
３長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件 二会計処理

→コメントに不測の事故や自然災害に備えた予備費の必要性を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P70】第２章 第２節 ５ マンションのビジョンの検討

→耐震性が不足するマンションの耐震診断と耐震改修実施の検討を追加

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P72】第２章 第３節 １長期修繕計画の周知

→総会における長期修繕計画の決議の必要性を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P74】第２章 第３節 ３長期修繕計画等の開示

→コメントに長期修繕計画等の情報開示の重要性と管理計画認定による
評価の期待を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P80】第３章 第１節 ５ 計画期間の設定
→計画期間30年かつ大規模修繕工事を2回含む期間以上が必要。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P81･82】第３章 第１節 ６推定修繕工事項目の設定

→コメントに修繕周期が長く、多額の費用を要する工事項目の推定修繕工
事費の明示を追加。

→アスベスト対応のガイドラインを追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P83】第３章 第１節 ７修繕周期の設定

→コメントに技術革新や劣化調査･診断の結果を踏まえた修繕周期設定の
留意点を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P87】第３章 第１節 ８ 推定修繕工事費の算定 二 単価の設定の考え方

→諸経費の計上方法や単価の地域差を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P88】第３章 第１節 ８ 推定修繕工事費の算定 二 単価の設定の考え方

→諸経費の計上方法や単価の地域差を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P92】第３章 第１節 ９ 収支計画の検討

→コメントに機械式駐車場の収支検討事項を追加。

【P93】第３章 第１節 １０長期修繕計画の見直し

→見直しに関する一定期間の必要性や計画性を追加。

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント
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【P100】第３章 第３節 ２ その他のチェックの方法
→独立行政法人住宅金融支援機構のチェック情報を追加。

【国土交通省のマンションガイドライン関連資料】
■長期修繕計画作成ガイドラインなどの掲載ＨＰ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

■長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント
https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf

■マンションの修繕積立金に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001080837. pdf

９.主な改訂内容 長期修繕計画作成ガイドライン･コメント


